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（２）ワンストップ・カードプロジェクト アクションプログラムについて 
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地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）は、地方公共団体が共

同して運営する組織として、法律に規定された事務等を適切かつ着実に担うことは

もとより、地方公共団体のニーズに即した事業の充実を図り、地方公共団体の行政

事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与するよう、次の事業を実施する。 
特に、平成 29 年度は、平成 28 年のシステム障害の教訓を踏まえて、マイナンバー

カードの発行等のマイナンバー関連業務を安全かつ安定的に実施するとともに、マ

イナンバー制度における情報連携等の円滑な実施に向けた対応を行う。 
 

１ 本人確認情報処理事務等  

住民基本台帳法に基づく本人確認情報処理事務及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「マイナンバー法」という。）に

基づく個人番号とすべき番号の生成等に係る事務を、セキュリティの確保を図りつ

つ適正かつ効率的に行う。また、制度改正等や次期機器更改に向けた対応を行う。 
 

２ 本人確認情報処理事務関連事務  

住民基本台帳ネットワークシステムに係る都道府県ネットワーク受託事業、都道

府県サーバ集約センター運営受託事業等を適正かつ効率的に運営する。 
 

３ 公的個人認証サービス  

公的個人認証サービスに係るシステムのセキュリティの確保を図りつつ、電子署

名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく認証事

務等を適正かつ効率的に行う。また、次期システム更改等に向けた対応を行う。 
 

４ マイナンバーカード等の発行、自治体中間サーバー・プラットフォームの運営等 

マイナンバーカード管理システム及び自治体中間サーバー・プラットフォーム等

の運営並びにマイナンバーカード等の発行等を行う。 
 

５ 総合行政ネットワーク  

総合行政ネットワーク（LGWAN）の適正かつ効率的な運営を行い、国及び地方

が推進する情報化施策に対応したネットワークの最適化に努める。また、次期

LGWAN の設計及び構築を行う。 
 

６ 研究開発・調査研究  

マイナンバーカードを活用した証明書のコンビニ交付の促進並びにマイナンバー

カードアプリケーション搭載システムなど地方公共団体が共通的に利用できる情報

システムの研究開発、維持管理及び利用の促進を行うとともに、地方公共団体にお

ける自治体クラウド導入の取組を支援する。 
 



- 2 - 

 

７ 教育研修  

電子自治体の取組を加速する上で中心的な役割を担う人材の育成を目指して、情

報セキュリティ及びマイナンバー制度に関する集合研修や遠隔地の自治体でも受講

が容易なｅラーニングについて、より内容の充実を図る。また、情報化に関する体

系的な研修や個人情報保護委員会と連携した研修、地方公共団体が企画・開催する

情報化研修支援等を行う。 
 

８ 地方税・地方交付税等の情報処理事務の受託  

地方税務情報の処理、地方交付税の算定などの業務について、情報セキュリティ

マネジメントシステム（ISMS）認証の維持等により、セキュリティの確保及び個

人情報の保護を図りつつ、円滑な業務運用を行うとともに、地方行財政制度の改正

に伴うシステムの改修等に適切に対応する。また、一部システムの機器更改を実施

する。 
 

９ 情報化に関する支援 

（１）情報の提供及び助言  
地方公共団体の情報化に役立つ情報を提供するとともに、課題等の把握に努め

る。また、地方公共団体からの相談に対して適切な助言を行い、その対処結果等

の情報を共有化する。 
（２）情報セキュリティ対策支援  

地方公共団体の情報セキュリティレベルの向上を支援するため、セキュリティ

に関する情報を提供するとともに、各団体で取り組むことが困難なサイバー攻撃

等の脅威から守るための対策や訓練の実施を支援する。 
 

10 組織・体制の改善強化 

（１）組織・体制 

平成29年７月から予定されている情報連携及びマイナポータルの本格運用に向

けて、関係する組織の連携強化を図る。各情報システムの点検などを継続的に実

施するとともに、システム開発・改修の標準化のためのチェックリストなどの活

用により、各システムの安全かつ安定的な運営に努める。また、職員の人材育成

及び民間事業者や地方公共団体等からの職員派遣の受け入れにより体制の充実強

化を図り、効果的かつ効率的な業務運営に努めるとともに、地方公共団体及び住

民に対して適時適切かつ分かりやすい情報発信に努める。 

（２）内部統制・リスク管理・監査  

関連法規を遵守しつつ、事業活動が効果的かつ効率的に行われることを確保す

るための内部統制に関する活動の実施とその改善を図る。また、機構の事業実施

等に係るリスクに的確に対応するとともに、内部監査、外部監査及び監事監査の

実施により業務の適正かつ効率的な運営を確保する。 
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１ 本人確認情報処理事務等 

 
住民基本台帳法に基づく本人確認情報処理事務及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（以下「マイナンバー法」という。）に基づく個人番

号とすべき番号の生成等に係る事務を、セキュリティの確保を図りつつ適正かつ効率的に

行う。また、制度改正等や次期機器更改に向けた対応を行う。 
 

１ 住民基本台帳ネットワークシステム等の運営 
住民基本台帳ネットワークシステム及び個人番号付番システム1の運営を以下のとおり

行う。 
（１）全国サーバの運用・監視2 

住民基本台帳ネットワークシステム及び個人番号付番システムを構成する全国サー

バの管理・運用を行う。なお、マイナポータル3と連携するサーバは、休日を含め毎日

運用する。 
（２）ネットワークの運用・監視 

ネットワークの信頼性・安全性を確保するため、２４時間の監視体制により通信機器

の故障、不正アクセスの監視・解析等を行う｡ 
（３）セキュリティの確保 

システムの安全・確実な運用のため、セキュリティ情報の提供、チェックリストによ

る自己点検の実施支援及びシステム運営監査の実施等、地方公共団体と連携してセ

キュリティ対策の強化を図る｡ 
また、全国サーバについては、保証型監査を実施することでセキュリティ確保を図る。 

（４）コールセンターの運用等地方公共団体に対する支援 
コールセンターの運用等地方公共団体に対するシステムの確実かつ安定的な運用の

ための支援を行う｡ 
（５）セキュリティ意識の向上及び安全･正確性確保のための研修会の開催 

セキュリティ意識の向上及びシステムの安全かつ正確な運営を図るため、地方公共

団体、国の行政機関等の担当者を対象とした研修会を開催する。 
 
２ 住民基本台帳ネットワークシステムの改善等 
（１）女性活躍推進等に対応したマイナンバーカード等の記載事項の充実等に係るシステ

ム改修等 
ア 旧姓対応に係るシステム改修 

住民基本台帳及びマイナンバーカードに旧姓を併記することが可能となることへの

対応として、住民基本台帳ネットワークシステムのシステム改修を行う。 
イ 利用者証明用電子証明書の国外転出後の継続利用に係る対応 

国外転出をした場合においても利用者証明用電子証明書の継続利用が可能となるこ

とへの対応として、住民基本台帳ネットワークシステムのシステム改修を行う。 
（２）マイナンバーカード交付安定化に係るシステム改修等 

マイナンバーカード交付安定化の一環として、コミュニケーションサーバ（ＣＳ）の

                                                  
1 住民票コードを基に個人番号とすべき番号を生成し、住民票コードと個人番号を関連付けて管理するシステム。 

2 国の行政機関への本人確認情報の提供等や情報連携等に係る住民票コードの提供を含む。 

3 国、地方公共団体の行政機関等における自らの特定個人情報の利用状況や保有情報、行政機関等からの通知等を閲覧

できる機能を有する、国民一人ひとりに設けられるポータルサイトのこと。 
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性能向上・機能改善等に係るシステム改修、ネットワーク環境の整備を行う。 
（３）次期機器更改 

次期機器更改に向けて、業務アプリケーションの改修等を実施する。 
 

３ 本人確認情報の提供等 
国の行政機関等に対する本人確認情報の提供及び公的個人認証サービス4に係る認証局

に対する異動等情報の提供を行う。 
 

４ 情報連携等に係る住民票コードの提供等 
（１）情報連携等に係る住民票コードの提供 

各情報保有機関又はマイナポータルからの符号の生成要求に基づいて、情報提供

ネットワークシステムに住民票コードの提供を行う。 
（２）情報連携業務に係る支援 

情報連携開始に向けた本番用符号の取得や総合運用テスト等に対する支援を行う。

また、情報連携開始後の運用支援を行う。 
 

５ 本人確認情報保護委員会の運営 
本人確認情報の保護に関する事項を調査審議する本人確認情報保護委員会を運営す

る。 

  

                                                  
4 インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途

中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても提供するもの。 



 
   

- 3 - 

 

２ 本人確認情報処理事務関連事務 

 
住民基本台帳ネットワークシステムに係る都道府県ネットワーク受託事業及び都道府県

サーバ集約センター運営受託事業等を適正かつ効率的に運営する。 
 

１ 都道府県ネットワーク監視及び保守受託事業 
都道府県ネットワークの安定的な運用を図るため、２４時間の監視体制により、全都道

府県のネットワーク機器及び自営網を除く２９都道府県の通信回線の状態を監視し、保

守を行う。 
また、マイナンバーカード交付安定化の一環として、人口規模が一定以上の市区町村に

ついてアクセス回線の増強を行う。 
 

２ 都道府県サーバ集約センター運営受託事業 
全国の都道府県サーバを一つに集めた集約サーバの運用及び保守並びに集約サーバと

各都道府県とを結ぶ集約ネットワークの監視及び保守等を行う。 
 
３ 住民基本台帳人口移動報告用データ作成業務 

全国サーバで保持している本人確認情報から毎月転入者のデータを総務省統計局等に

提供する。 
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３ 公的個人認証サービス 

 
公的個人認証サービスに係るシステムのセキュリティの確保を図りつつ、電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（以下「公的個人認証法」とい

う。）に基づく認証事務等を適正かつ効率的に行う。また、次期システム更改等に向けた対

応を行う。 
 
１ 署名用電子証明書5及び利用者証明用電子証明書6に係る認証局の運営 
（１）署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に係る認証局の運用 

公的個人認証法に基づく認証局として、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証

明書の発行及び失効並びに失効情報の作成及び提供等に係る認証事務を適切に行うと

ともに、認証局に係るシステムの安全かつ安定的な運営に努める。  
（２）市区町村向けヘルプデスクの運用等市区町村に対する支援 

電子証明書の交付等を行う市区町村窓口における事務が円滑かつ確実に実施される

よう、市区町村向けヘルプデスクの運用等市区町村に対する支援を行う。 
（３）利用者向けヘルプデスクの運用等利用者に対する支援 

マイナンバーカードと電子証明書の利活用の進展に資するよう、他のコールセン

ターとの連携を図りつつ利用者向けヘルプデスクを運営するとともに、インターネッ

トでの情報発信を行う等、利用者に対する支援を行う。 
（４）次期システム更改 

平成 32 年度の次期システム更改に向けて、実施方針及び実施計画を策定するととも

に更改の積立を行う。 
 

２ 署名検証者及び利用者証明検証者に対する失効情報等の提供 
（１）国・地方公共団体の行政機関等 

オンライン申請等を行う国・地方公共団体の行政機関等の署名検証者及び利用者証

明検証者に対して失効情報等を適切に提供する。 
（２）総務大臣の認定を受けた民間事業者 

総務大臣の認定を受けた民間事業者から提出された署名検証者及び利用者証明検証

者に係る届出等の処理、失効情報の提供等に必要な技術的支援、失効情報の提供等を適

切に行う。また、暗証番号の入力を求めない、いわゆる「PIN なし認証」について安全

性を確保し、電子証明書の多様な利用形態を実現する。 
 

３ 女性活躍推進等に対応したマイナンバーカード等の記載事項の充実等に係るシステム

改修等 
（１）旧姓対応に係るシステム改修 

マイナンバーカードに旧姓を併記することが可能となることへの対応として、電子

証明書への旧姓項目追加等のシステム改修を行う。 
（２）利用者証明用電子証明書の国外転出後の継続利用に係る対応 

国外転出をした場合においても利用者証明用電子証明書の継続利用が可能となるこ

とへの対応として、住民基本台帳ネットワークシステム及びカード管理システムの改

修に伴う連携テストを行う。 

                                                  
5 インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組

みに用いる電子証明書。 

6 インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みに用いる電子証明書。 
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４ 認証業務情報保護委員会の運営 
認証業務情報の保護に関する事項を調査審議する認証業務情報保護委員会を運営する。 
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４ マイナンバーカード等の発行、自治体中間サーバー・ 
プラットフォームの運営等 

 

マイナンバーカード管理システム及び地方公共団体情報連携中間サーバーシステム・プ

ラットフォーム（以下「自治体中間サーバー・プラットフォーム」という。）等の運営並び

にマイナンバーカード等の発行等を行う。 
 

１ マイナンバーカード等の発行及びシステムの運営 
市区町村からの委任により、通知カード及びマイナンバーカードを発行するとともに

必要なデータの作成や発行状況を管理するためのシステムの安全かつ安定的な運営に努

める。また、マイナンバーカードに関する住民向けのコールセンターの運営を行う。 
 

２ マイナンバーカード等の有効性確認システムの構築 
通知カード及びマイナンバーカードの有効性に係る情報の提供等を行うためのシステ

ムの構築を行う。 
 

３ マイナンバーカード交付の安定化に係るシステム改修等 
マイナンバーカード交付事務の安定化及び事務作業の省力化等を行うため、カード管

理システムへ機器等の増強及びシステム改修等を行う。 
 

４ 女性活躍推進等に対応したマイナンバーカード等の記載事項の充実等に係るシステム

改修等 
（１）旧姓対応に係るシステム改修 

マイナンバーカードに旧姓を併記することが可能となることへの対応として、カー

ド管理システムの改修を行う。 
（２）利用者証明用電子証明書の国外転出後の継続利用に係る対応 

国外転出をした場合においても利用者証明用電子証明書の継続利用が可能となるこ

とへの対応として、カード管理システムの改修を行う。 
 

５ 自治体中間サーバー・プラットフォームの運営等 
（１）自治体中間サーバー・プラットフォームの運営 

地方公共団体情報連携中間サーバーシステム7を共同化・集約化した自治体中間サー

バー・プラットフォームを LGWAN-ASP8サービスとして地方公共団体に提供するとと

もに、平成 29 年７月の情報連携開始に向けて、総合運用テスト、本番用副本登録作業

等が円滑に進められるよう、必要な情報の提供や問合せ対応等、地方公共団体の支援を

行う。また、情報連携開始後は、計画的な運用及び２４時間監視等により、安全かつ安

定的な運営に努める。 
（２）自治体中間サーバー・ソフトウェアの保守 

自治体中間サーバー・ソフトウェアについて、地方公共団体からの要望等への対応等、

必要な改修を行う。 
また、当該ソフトウェアに関する必要な情報の提供や問合せ対応等、地方公共団体の

支援を行う。 

                                                  
7 番号制度における情報連携の対象となる個人情報の副本を保有・管理し、情報提供ネットワークシステムと地方公共

団体の既存システムとの情報の授受の仲介をする役割を担うもの。 

8 ASP はアプリケーションソフトの機能をネットワーク経由で顧客に提供する事業者のこと。LGWAN－ASP は、LGWAN を

介して顧客である地方公共団体の職員に各種行政事務サービスに係るアプリケーションソフトの機能を提供するもの。 
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５ 総合行政ネットワーク運営 

 
総合行政ネットワーク（LGWAN）の適正かつ効率的な運営を行い、国及び地方が推進す

る情報化施策に対応したネットワークの最適化に努める。また、次期 LGWAN の設計及び

構築を行う。 
 
１ 総合行政ネットワークの運営管理 
（１）ネットワークの運用 

地方公共団体を相互に接続する通信ネットワーク設備及び全国ネットワークオペ

レーションセンター9について、２４時間の監視体制により通信機器の障害、不正アク

セスの監視・解析等を行うとともに、接続団体に対する問合せ対応を行うなど、LGWAN
の安定運用を図る｡ 
さらに、既知のセキュリティの脅威に対する監視機能に加えて、新たな脅威や攻撃に

対する監視強化を行う。 
また、国及び地方が推進する情報化施策の支援並びに LGWAN-ASP 普及拡大に対応

したネットワーク基盤の最適化に努めるとともに、LGWAN の利活用促進方策を継続

的に検討する。 
（２）LGWAN-ASP サービス等の維持管理 

LGWAN 基本サービス（電子メール等）を提供するとともに、LGWAN-ASP サービ

ス（地方税電子申告や自治体クラウド等）に関して、それらに係るシステム整備や

LGWAN-ASP サービスの登録・接続審査等を行う。 
（３）次期 LGWAN の設計及び構築 

平成 31 年度から運用を開始する予定の次期 LGWAN の設計及び構築を行う。 
 

２ 地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）における認証局の運営管理 
電子証明書の利用者である地方公共団体に設けた認証局登録分局10との連携により、電

子証明書発行業務等を含む認証局の安全かつ安定的な運営に努める。 

 

３ インターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ11）事業 

LG.JP ドメイン名に関する地方公共団体からの登録申請等の審査や IP アドレスの割

り当て等の管理を行う。 

  

                                                  
9 LGWAN 運営の中核を構成する施設であり、LGWAN が提供するアプリケーションシステム、政府共通ネットワーク基盤

との相互接続及びインターネットに対する LGPKI 認証情報の提供等を行う。 

10 機構が担う認証局の分局として各地方公共団体に設けた組織。地方公共団体の各部署からの証明書発行申請の窓口

として審査等を行い、その結果を機構に送付。機構でさらに審査をした上で証明書を発行し、登録分局に送付するとい

う一連の流れにより電子証明書が発行される。 

11 インターネットを利用するユーザに対して、インターネットへ接続する手段をサービスとして提供する事業者のこ

と。
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６ 研究開発・調査研究 

 
マイナンバーカードを活用した証明書のコンビニ交付の促進並びにマイナンバーカード

アプリケーション搭載システム12など地方公共団体が共通的に利用できる情報システムの

研究開発、維持管理及び利用の促進を行うとともに、地方公共団体における自治体クラウド

導入の取組を支援する。 
 
１ マイナンバーカード利活用促進事業 

マイナンバーカード等を活用した、コンビニエンスストア等のキオスク端末での証明

書等の自動交付に必要な証明書交付センターの安定運用等を図るとともに、平成 28 年 12
月のアクションプログラム13を踏まえ、コンビニ交付サービスの普及促進に取り組む。ま

た、マイナンバーカードの多目的利用のためのマイナンバーカードアプリケーション搭

載システムの保守サポートを行う。 
 
２ 自治体クラウド導入取組加速事業 

自治体クラウド導入に係る地方公共団体の取組を加速化させるため、基幹系の情報シ

ステムのクラウド化・共同化に取り組む市区町村をモデル団体として助成・支援するとと

もに、モデル団体の事業成果、先進的取組事例等を紹介する地方公共団体向けセミナーを

全国３箇所で開催する。 
併せて、情報システムの更改時における円滑なデータ移行のため、地方公共団体及び事

業者が共通的に利用できる「中間標準レイアウト仕様14」を維持管理するとともに利用を

促進する。 

 
３ 被災者支援システム15サポート事業 

東日本大震災以降、市区町村等からの利用申請や問合せ等が継続している「被災者支援

システム」について、その導入手続や操作方法等に関するサポートを行う。 
 
４ 地方公会計標準システム導入促進事業 

地方公会計標準システムを維持管理するとともに同システムの導入促進を図る。 
 

 

                                                  
12 マイナンバーカードの IC チップの空き領域（拡張利用領域）に、様々なサービス（公務員身分証等）で利用するた

めのカードアプリケーションを搭載するシステム。 

13 平成 28 年 12 月に内閣官房、総務省等が策定・公表したワンストップ・カードプロジェクト アクションプログラム

のことのこと。 
14 情報システムの更改に伴うデータ移行時に使用する中間ファイルのデータ項目やその表現形式等を標準化したレイ

アウト仕様のこと。 
15 阪神・淡路大震災で被災した西宮市が開発を行ったシステムで、「被災者台帳」「被災住家等台帳」を管理する被災

者支援システムを中核とし、避難所関連、緊急物資管理、仮設住宅管理等のサブシステム群から構成。 
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７ 教育研修 

 
電子自治体の取組を加速する上で中心的な役割を担う人材の育成を目指して、情報セ

キュリティ及びマイナンバー制度に関する集合研修や遠隔地の自治体でも受講が容易なｅ

ラーニングについて、より内容の充実を図る。また、情報化に関する体系的な研修や個人情

報保護委員会と連携した研修、地方公共団体が企画・開催する情報化研修支援等を行う。 
 

１ 情報セキュリティ研修 
地方公共団体における情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けた取組が求められて

いるところを踏まえ、新任の情報化担当者に必要な専門知識の修得及び実効性のあるセ

キュリティ対策の運用ができる人材の育成を図る。また、情報セキュリティに関する最新

動向の研修を新規に開催する（無料。２セミナーで 10 回開催。募集定員 820 人）。 
また、情報セキュリティマネジメントセミナー及び情報セキュリティ監査セミナーは

引き続き開催する（２セミナーで４回開催。募集定員 204 人）。 
加えて、地方公共団体における一般職員向けの情報セキュリティに関する意識の向上

や個人情報の取扱いに関する一般知識の向上等を図るため、ｅラーニングを引き続き実

施する(無料。８コース。募集定員 300,000 人)。 
 

２ マイナンバー制度等関連研修  
マイナンバー制度に関するセミナーを引き続き開催するとともに、情報セキュリティ

に関するｅラーニングの中でマイナンバー制度に関連するコースを新規に実施する（無

料。１セミナーで５回開催。募集定員 380 人）。 
また、都道府県等が市区町村を取りまとめて開催する集合研修に対して、必要な経費の

助成等の支援を引き続き行う。 
 

３ 情報化に関する体系的な研修 
従来から実施している情報化政策、調達管理及びシステム運用管理等の情報化に関す

る体系的な研修について、業務プロセスを見直すためＢＰＲ16の手法を取り入れた研修や

情報システムの保守・運用契約の法的リスク管理に関する研修を新規に開催する。引き続

き実機の使用など効果的な研修に努める（13 セミナーで 25 回開催。募集定員 1,712 人）。 
また、より情報システムの専門的知識を修得したい職員や業務都合などで集合研修を

受講することが難しい職員を対象に、ICT 基礎、ICT 構想・企画及び ICT 調達事務を学

習するコースなど専門的なｅラーニングを提供する（６コース、募集定員 3,700 人）。 
 

４ 個人情報保護委員会との連携 
個人情報保護委員会と連携して特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに

沿って講じている安全管理措置について上記１～３の研修の中で解説する（６セミナー

で 20 回開催。募集定員 1,458 人（再掲））。 
 
 
 

５ 情報化研修支援 

                                                  
16 Business Process Reengineering の略。業務の効率や生産性向上のため、既存の業務内容や業務プロセスを根本的

に見直し、再構築するための手法のこと。 
 



 
   

- 10 - 

 

地方公共団体が自ら企画し開催する情報セキュリティ、個人情報保護等の情報化研修

を支援するとともに、講師として機構職員を派遣するほかセミナーの専門講師も紹介す

る。 
また、地方公共団体が職員研修用に活用できるよう、セミナーを撮影した動画の配信、

テキストの提供及び機構が作成した情報セキュリティに関するテキストをＤＶＤ等で提

供する。 
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８ 地方税・地方交付税等の情報処理事務の受託 

 
地方税務情報の処理、地方交付税の算定などの業務について、情報セキュリティマネジメ

ントシステム（ISMS17）認証の維持等により、セキュリティの確保及び個人情報の保護を

図りつつ、円滑な業務運用を行うとともに、地方行財政制度の改正に伴うシステムの改修等

に適切に対応する。また、平成 29、30 年度において、一部システムの機器更改を実施する。 
 

１ 地方税務情報の処理 
都道府県及び市区町村等から委託を受け、次の地方税務情報に係る情報処理を行う。 

（１）自動車登録・検査情報 
自動車税の課税事務に必要な自動車登録・検査情報に係る処理を行う。 

（２）自動車取得税額情報 
自動車取得税の課税事務に必要な税額情報に係る処理を行う。 

（３）たばこ流通情報 
道府県たばこ税の課税の適正化に必要なたばこの流通情報に係る処理を行う。 

（４）利子割精算情報 
法人住民税における都道府県間の利子割精算情報に係る処理を行う。 

（５）軽油流通情報 
軽油引取税の課税の適正化に必要な軽油の流通情報に係る処理を行う。 

（６）地方消費税清算情報 
地方消費税における都道府県間の清算情報に係る処理を行う。 

（７）軽自動車検査情報 
軽自動車税の課税事務に必要な軽自動車検査情報に係る処理を行う。 

 
２ 地方交付税及び地方特例交付金算定事務の処理 

国及び都道府県から委託を受け、都道府県における市町村分普通交付税及び地方特例

交付金の算定事務等について円滑な処理を行う。 
 

３ 全国町・字ファイル18の提供 
全国町・字ファイルを申込みのあった地方公共団体等に対し提供する。 
 

４ 都道府県税務情報処理協議会の支援 
都道府県の税務事務に係る情報処理の円滑な推進を図るため、都道府県税務情報処理

協議会の運営を支援する。 

  

                                                  
17 Information Security Management System の略。ISO/IEC27001 の国際規格に基づき、組織が情報資産を適切に管

理し、機密を守るための包括的な枠組み。情報資産を扱う際の基本的な方針(セキュリティポリシー)や、それに基づい

た具体的な計画、運用、一定期間ごとの見直しまで含めた、トータルなリスクマネジメント体系のこと。 

18 町・字・丁目までの最新の地名約６６万件を収録したファイル。 
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９ 情報化に関する支援 

（１）情報の提供及び助言 

 
地方公共団体の情報化に役立つ情報を提供するとともに、課題等の把握に努める。また、

地方公共団体からの相談に対して適切な助言を行い、その対処結果等の情報を共有化する。 
 

１ 情報提供 
地方公共団体における情報化を促進するために必要な代表的運用事例や特集テーマな

どを掲載する、地方公共団体向けの月刊誌（月刊Ｊ－ＬＩＳ）を発行する。 
また、機構の事業を今まで以上に利用してもらうため、機構ホームページにおいて充実

したコンテンツを継続して提供するとともに、メールマガジン等での情報提供や、必要に

応じて、地方公共団体への直接訪問を行う。 
 
２ 課題等の把握 

機構の事業に地方公共団体のニーズを反映するため、月刊誌（月刊Ｊ－ＬＩＳ）、地方

自治情報化推進フェア等に関するアンケート調査を適時適切に行う。 
また、地方公共団体相互及び地方公共団体と機構の情報交流等を促進するため、全国都

道府県情報管理主管課長会等との連携を図る。 
 
３ 相談･助言 

地方公共団体からの相談については、把握した課題や相談内容をすみやかに機構内で

共有化し、機構の有する知見などを活用し、適切かつ迅速に対応する。 
また、情報化に関する専門家のアドバイスや他の地方公共団体のノウハウ（先進事例）

が必要な場合には、アドバイザーとして、専門家等の紹介や派遣を行う。 
 

４ 情報の共有化 
地方公共団体からの相談内容及びその対処結果については、「ＦＡＱ」として整理し、

機構内での共有化はもとより、ホームページやメールマガジン等で公開し、全地方公共団

体での共有化を図る。 
また、市町村職員による情報化に関する研究会を実施し、その研究報告書を全地方公共

団体に公開する。 
 
５ 「地方自治情報化推進フェア２０１７」の開催 

電子自治体の実現に資する最新システムの展示、講演会及びベンダープレゼンテー

ション等を行う、地方公共団体のＩＣＴに関する総合展を開催する。  



 
   

- 13 - 

 

９ 情報化に関する支援 

（２）情報セキュリティ対策支援 

 
地方公共団体の情報セキュリティレベルの向上を支援するため、セキュリティに関する

情報を提供するとともに、各団体で取り組むことが困難なサイバー攻撃等の脅威から守る

ための対策や訓練の実施を支援する。 
 

１ 情報セキュリティ緊急時対応訓練支援（新規事業） 
市区町村における情報セキュリティインシデントを想定した緊急時対応訓練の実施を

支援する。平成 28 年度に作成した情報セキュリティ対応ハンドブックを活用した訓練

ツール（訓練シナリオやマニュアル類一式）を活用し、訓練の全体進行を行うコーディ

ネーター（J-LIS 職員+コンサルタント）や訓練の評価を行う有識者（大学教授等）を中

小規模の市町村を中心に派遣し、訓練の計画から実施までを支援する。 
 

２ 脆弱性セルフ診断ツールの作成・配布・運用（新規事業） 
インターネットに接続するサーバ等のウェブアプリケーション等の脆弱性を診断する

ツール（診断ソフト、マニュアル類一式）を作成し、地方公共団体に配布する。脆弱性診

断を実施した地方公共団体からの問合せや診断ソフト等の更新も行い、地方公共団体に

よる脆弱性診断の実施を支援する。 
 

３ 情報セキュリティに関する情報提供 
個人情報漏えい等情報セキュリティ関連の事故情報やセキュリティ注意喚起情報等を

ポータルサイトから提供するほか、最新のセキュリティ情報及び先進的な取組を行って

いる地方公共団体の事例を「J-LIS Security News」等により定期的に地方公共団体へメー

ル配信する。 
 

４ 自治体 CEPTOAR19業務 
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）から提供される重要インフラ分野で共有

すべきＩＴ障害等の情報を、LGWAN メール等で全地方公共団体に一斉配信する。 

                                                  
19 Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis and Response の略。第１次情報セ

キュリティ基本計画（平成 18 年２月２日）に基づき、ＩＴ障害の未然防止等のため政府等から提供されるセキュリティ

情報について関係重要インフラ分野で共有するため、各重要インフラ分野（情報通信、金融、航空、鉄道、政府・行政

サービス（地方公共団体を含む）等の 13 分野 17 事業）内で整備する「情報共有・分析機能」のこと。 
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10 組織・体制の改善強化 

（１）組織・体制 

 
１～９の事業について、事務局、住民基本台帳ネットワークシステム全国センター、個人

番号センター、総合行政ネットワーク全国センター、システム統括室及び監査室が連携を図

りながら着実に実施する。 
また、職員の人材育成及び民間事業者や地方公共団体等からの職員派遣の受け入れによ

り体制の充実強化を図り、効果的かつ効率的な業務運営に努めるとともに地方公共団体及

び住民に対して適時適切かつ分かりやすい情報発信に努める。 
 

１ ３センターの連携強化と各情報システムの安全かつ安定的な運営 
平成 29 年７月から予定されている情報連携及びマイナポータルの本格運用に向けて、

住民基本台帳ネットワークシステム全国センター、個人番号センター及び総合行政ネッ

トワーク全国センターの３センターの連携強化を図る。 
また、平成 28 年１月に発生したカード管理システムでの障害の教訓を踏まえ、システ

ム統括室を中心として、各情報システムの点検等を継続的に行うとともに、平成 28 年度

に作成したシステム開発・改修の標準化のためのチェックリストの活用などにより、各シ

ステムの安全かつ安定的な運営に努める。 
   

２ 体制の充実・強化 
地方公共団体の情報化に資する人材の育成を専門研修等により計画的に推進し、組織

の活力を向上させる。また、限られた人員体制の中で職員を機動的に配置転換するほか、

民間事業者や地方公共団体等からの職員派遣の協力を得て機構の業務を適正かつ効率的

に運営するための体制の充実を図る。 
 

３ 情報発信の充実・強化 
機構の業務運営において、ホームページなどを活用し、地方公共団体及び住民に対して

適時適切かつ分かりやすい情報発信に努める。 
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10 組織・体制の改善強化 

（２）内部統制・リスク管理・監査 

 
関連法規を遵守しつつ、事業活動が効果的かつ効率的に行われることを確保するための

内部統制に関する活動を実施するとともに改善を図る。また、機構の事業実施等に係るリス

クに的確に対応するとともに、内部監査、外部監査及び監事監査の実施により業務の適正か

つ効率的な運営を確保する。 
 

１ 内部統制に関する活動の実施・改善 
関連法規を遵守しつつ、事業活動が効果的かつ効率的に行われることを確保するため

に、内部統制委員会の開催を通じ、内部統制に関する活動の着実な実施と改善を図る。 
 

２ リスク管理活動（重要なリスクへの対応） 
（１）個人情報保護 

個人情報を適正に管理するため、年間活動計画に基づく個人情報の特定、リスク対応、

教育、委託先の監督、内部監査及び是正処置などの活動を実施するとともにリスク管理

委員会を開催し、個人情報の管理態勢の着実な運用と改善を図る。 
また、プライバシーマーク20付与事業者として JIS Q 15001 に適合した個人情報保

護の水準を維持することにより、個人情報保護における安全性、信頼性の確保に努める。 
（２）情報セキュリティ 

情報セキュリティを確保するため、年間活動計画に基づく情報資産の特定、リスク対

応、教育、自己点検、内部監査及び是正処置などの活動を実施するとともにリスク管理

委員会を開催し、情報資産の管理態勢の着実な運用と改善を図る。 
また、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）による監査等に適切に対応する

とともに、「ISMS 等の認定に係る審査」又は「情報セキュリティに係る外部監査」を

受ける部門においては、各基準を満たす運用を着実に行い、認証等を維持することによ

り、情報セキュリティの向上に努める。 
（３）コンプライアンス 

役職員の職務の執行に係る法令違反及びその他不正行為等の発生を防止し、業務の

適正を確保するため、年間活動計画に基づく教育、各部門の業務内容に応じたリスク分

析・評価、内部監査及び是正処置などの活動により、コンプライアンス管理態勢の着実

な運用と改善を図る。 
（４）危機管理 

機構における業務の中断及び阻害を引き起こすインシデントの発生に伴う危機に適

切かつ迅速に対処するため、年間活動計画に基づく教育、緊急時対応訓練の実施、イン

シデント報告会の開催、内部監査及び是正処置などの活動を実施するとともにリスク

管理委員会の開催、専門研修への参加等により、危機管理態勢の着実な運用と改善を図

る。 
 
 

                                                  
20 日本工業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合し、個人情報について適切な保

護措置を講ずる体制を整備している事業者に対し、一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) により使用を認

められる登録商標（サービスマーク）のこと。 
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３ 内部監査 
財務報告の信頼性の確保及び業務の適正かつ効率的な運営の確保を図るため、年度内

部監査計画を策定し計画的かつ着実に内部監査を行う。 
 

４ 外部審査及び外部監査 
個人情報保護及び情報セキュリティの観点から、前述のとおり、プライバシーマーク付

与事業者としての審査並びに ISMS 等の外部審査及び外部監査を受ける。 
 
５ 監事監査 

監事監査規程に基づき、監事による定例監査として決算監査、例月監査及び業務監査

（部門別監査）を行う。 
 

６ サイバーセキュリティ基本法第 13 条に基づく指定法人とされたことに伴う対応 
平成 28 年 10 月にサイバーセキュリティ基本法第 13 条に基づく指定法人とされたこ

とを受けて、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）による監査、インシデント発

生時の原因究明調査及び監視（第二 GSOC21）を受けることになることから、これらに的

確に対応することにより情報セキュリティの向上に努める。 
 

７ 適正な調達の取組 
調達の透明化とコスト削減を推進するため、役職員で構成する調達改善検討委員会及

び外部有識者で構成する契約監視委員会において、調達の点検及び必要な見直しを行う。 

                                                  
21 Government Security Operation Coordination Team の略。政府機関・情報セキュリティ横断監視・即応チームのこ

と。主に府省庁を対象に危害情報提供及びセンサーによるネットワーク監視と通報を行う。「第二 GSOC」は、国家全体と

して、サイバー攻撃への対応力を高めていくために、新たに独法等を対象にした「GSOC」を設置するもの。なお、「GSOC」

と「第二 GSOC」は相互に情報共有を図ることとなっている。 
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（白紙） 



様式第1号

（単位：千円）

金額

流動資産
現金及び預金 21,616,961
未収金 17,739,649
前払金 25,078
貯蔵品 25
流動資産合計 39,381,713

固定資産
有形固定資産
建物 131,755
備品 20,560
リース資産 4,940,788
有形固定資産合計 5,093,103

無形固定資産
電話加入権 3,042
ソフトウェア 100,702
リース資産 37,693
無形固定資産合計 141,437

投資その他の資産
保証金 445,872
長期前払費用 18,809
投資その他の資産合計 464,681

固定資産合計 5,699,221
資産合計 45,080,934

流動負債
未払金       31,441,540
未払法人都民税 70
預り金 9,479
賞与引当金 99,321
役員賞与引当金 7,843
リース債務 2,021,286
流動負債合計 33,579,539

固定負債
長期前受金 1,610,140
長期未払金 18,809
退職給付引当金 655,137
地方公共団体負担金平準化等積立金 1,120,000
リース債務 2,532,669
資産除去債務 413,658
固定負債合計 6,350,413

負債合計 39,929,952

地方公共団体出資金 134,000
利益剰余金
積立金 4,017,860
システム開発積立金 209,967
公的個人認証サービス事業財政調整積立金 789,155
利益剰余金合計 5,016,982

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 0
評価・換算差額等合計 0

純資産合計 5,150,982
    負債及び正味財産合計負債純資産合計 45,080,934

純資産の部

予定貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科            目

資産の部

負債の部
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様式第2号

（単位：千円）

金額

営業収益

事業負担金収入 297,100

個人番号カード等関連交付金 22,498,232

地方公共団体負担金収入 8,285,711

負担金収入 419,615

事業収入 10,576,606

情報提供手数料 2,591,000

発行手数料 1

情報開示手数料 1

補助金等収入 450,842

長期前受金取崩収入 839,860

50,000

営業収益合計 46,008,968

営業費用

事業費 44,805,328

一般管理費 708,930

　　営業費用合計 45,514,258

営業利益 494,710

営業外収益

受取利息 140

有価証券利息 100

雑収入　　 1,620

　　営業外収益合計 1,860

営業外費用

支払利息 64,078

　　営業外費用合計 64,078

経常利益 432,492

特別損失

特別損失合計 0

当期純利益 432,492

予定損益計算書
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

科            目

地方公共団体負担金平準化等積立金取崩収入
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様式第3号

（単位：千円）

金額

営業収益 45,119,108

利息収入 240

雑収入 1,620

有価証券償還金 170,000

前期末未収金 11,632,815

当期末未収金 △ 17,739,649

その他 837,500

資金収入合計 40,021,634

事業費 42,276,410

一般管理費 693,271

固定資産取得費 595,158

保証金支出 1,140

リース債務返済支出 2,425,936

前期末未払金 40,703,402

当期末未払金 △ 31,441,610

資金支出合計 55,253,707

資金収支差額 △ 15,232,073

前期末現金及び預金 36,849,034

当期末現金及び預金 21,616,961

平成２９年度　資金計画

区分

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
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様式第4号

（事業別財務情報（予定貸借対照表関係））

（単位：千円）

一般事業
本 人 確 認
情 報 処 理
事 業

公的個人認証
サービス事業

個人番号ｶｰﾄﾞ
発 行 等 事 業

中間サーバー
共同化・集約化
等 事 業

総 合 行 政
ネットワーク
運 営 事 業

本人確認情報
処 理 事 業
関 連 事 業

合  計

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,185,2282,573,9162,256,6287,062,3183,398,8961,762,711377,26421,616,961

未収金 734,0823,280,800420,00013,145,437 0 42,767116,56317,739,649

前払金 0 0 0 0 0 0 25,078 25,078

貯蔵品 25 0 0 0 0 0 0 25

流動資産合計 4,919,3355,854,7162,676,62820,207,7553,398,8961,805,478518,90539,381,713

固定資産

有形固定資産

建物 18,860 60,573 2,394 26,655 1,642 21,631 0 131,755

備品 1,535 3,946 80 12,053 53 2,893 0 20,560

リース資産 250,1261,209,6301,857,6971,311,647 106 119,012192,5704,940,788

有形固定資産合計 270,5211,274,1491,860,1711,350,3551,801 143,536192,5705,093,103

無形固定資産

電話加入権 2,705 246 0 0 0 91 0 3,042

ソフトウェア 100,702 0 0 0 0 0 0 100,702

リース資産 2,841 34,852 0 0 0 0 0 37,693

無形固定資産合計 106,24835,098 0 0 0 91 0 141,437

投資その他の資産

保証金 135,014240,114 0 11,000 0 59,744 0 445,872

長期前払費用 0 0 0 0 0 0 18,809 18,809

投資その他の資産合計 135,014240,114 0 11,000 0 59,744 18,809 464,681

固定資産合計 511,7831,549,3611,860,1711,361,3551,801 203,371211,3795,699,221

資産合計 5,431,1187,404,0774,536,79921,569,1103,400,6972,008,849730,28445,080,934

負債の部

流動負債

未払金       1,860,3513,453,0601,100,41220,208,9703,384,5821,035,550398,61531,441,540

未払法人都民税 70 0 0 0 0 0 0 70

預り金 9,479 0 0 0 0 0 0 9,479

賞与引当金 42,720 23,949 5,528 9,385 6,088 11,651 0 99,321

役員賞与引当金 2,980 1,098 863 1,333 706 863 0 7,843

リース債務 118,601498,512750,764378,982 107 72,442201,8782,021,286

流動負債合計 2,034,2013,976,6191,857,56720,598,6703,391,4831,120,506600,49333,579,539

固定負債

長期前受金 0 862,000500,000 0 0 248,140 0 1,610,140

長期未払金 0 0 0 0 0 0 18,809 18,809

退職給付引当金 395,300155,86011,442 0 8,701 83,834 0 655,137

0 1,120,000 0 0 0 0 0 1,120,000

リース債務 136,896651,3921,130,796566,365 0 47,220 0 2,532,669

資産除去債務 0 292,256 0 12,161 0 109,241 0 413,658

固定負債合計 532,1963,081,5081,642,238578,526 8,701 488,43518,8096,350,413

負債合計 2,566,3977,058,1273,499,80521,177,1963,400,1841,608,941619,30239,929,952

純資産の部

地方公共団体出資金 134,000 0 0 0 0 0 0 134,000

利益剰余金

積立金 2,520,754345,950247,839391,914 513 399,908110,9824,017,860

システム開発積立金 209,967 0 0 0 0 0 0 209,967

0 0 789,155 0 0 0 0 789,155

利益剰余金合計 2,730,721345,9501,036,994391,914 513 399,908110,9825,016,982

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 0 0 0 0 0 0 0

評価・換算差額等合計 0 0 0 0 0 0 0 0

純資産合計 2,864,721345,9501,036,994391,914 513 399,908110,9825,150,982

    負債及び正味財産合計負債純資産合計 5,431,1187,404,0774,536,79921,569,1103,400,6972,008,849730,28445,080,934

科            目

（平成３０年３月３１日現在）

公的個人認証サービス事業
財政調整積立金

地方公共団体負担金
平準化等積立金
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様式第5号

（事業別財務情報（予定損益計算書関係））

（単位：千円）

科            目 一般事業
本 人 確 認
情 報 処 理
事 業

公 的 個 人 認 証
サ ー ビ ス 事 業

個 人 番 号 ｶ ｰ ﾄ ﾞ
発 行 等 事 業

中 間 サ ー バ ー
共同化・集約化
等 事 業

総 合 行 政
ネ ッ ト ワ ー ク
運 営 事 業

本 人 確 認 情 報
処 理 事 業
関 連 事 業

合　計

営業収益

事業負担金収入 297,100 0 0 0 0 0 0 297,100

0 0 1,400,00021,098,232 0 0 0 22,498,232

0 1,574,7591,398,790 0 3,721,6621,590,500 0 8,285,711

負担金収入 86,856 0 0 0 0 330,0002,759 419,615

事業収入 3,083,6372,353,180 0 3,145,417 0 0 1,994,37210,576,606

情報提供手数料 0 2,521,00070,000 0 0 0 0 2,591,000

発行手数料 0 0 1 0 0 0 0 1

情報開示手数料 0 1 0 0 0 0 0 1

補助金等収入 450,842 0 0 0 0 0 0 450,842

0 538,000 0 0 0 301,860 0 839,860

0 50,000 0 0 0 0 0 50,000

営業収益合計 3,918,4357,036,9402,868,79124,243,6493,721,6622,222,3601,997,13146,008,968

営業費用

事業費 3,543,4156,755,6672,963,98023,714,9873,676,4312,155,1141,995,73444,805,328

一般管理費 315,786127,16071,60798,13643,70352,538 0 708,930

　　営業費用合計 3,859,2016,882,8273,035,58723,813,1233,720,1342,207,6521,995,73445,514,258

営業利益 59,234154,113△166,796430,5261,528 14,708 1,397 494,710

営業外収益

受取利息 140 0 0 0 0 0 0 140

有価証券利息 100 0 0 0 0 0 0 100

雑収入　　 900 240 240 240 0 0 0 1,620

　　営業外収益合計 1,140 240 240 240 0 0 0 1,860

営業外費用

支払利息 3,081 13,99023,55117,194 2 6,195 65 64,078

　　営業外費用合計 3,081 13,99023,55117,194 2 6,195 65 64,078

経常利益 57,293140,363△190,107413,5721,526 8,513 1,332 432,492

特別損失

特別損失合計 0 0 0 0 0 0 0 0

当期純利益 57,293140,363△190,107413,5721,526 8,513 1,332 432,492

地方公共団体
負担金収入

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

個人番号カード等
関連交付金

地方公共団体負担金
平準化等積立金取崩
収入

長期前受金取崩収入

- 5 -



様式第6号

（事業別財務情報（資金計画関係））

（単位：千円）

一般事業
本 人 確 認
情 報 処 理
事 業

公的個人認証
サービス事業

個人番号ｶｰﾄﾞ
発 行 等 事 業

中間サーバー
共同化・集約化

等 事 業

総 合 行 政
ネットワーク
運 営 事 業

本人確認情報
処 理 事 業
関 連 事 業

合  計

営業収益 3,918,4356,448,9402,868,79124,243,6493,721,6621,920,5001,997,13145,119,108

利息収入 240 0 0 0 0 0 0 240

雑収入 900 240 240 240 0 0 0 1,620

有価証券償還金 170,000 0 0 0 0 0 0 170,000

前期末未収金 752,0873,898,387995,6695,768,627 0 14,002 204,04311,632,815

当期末未収金 △734,082△3,280,800△420,000△13,145,437 0 △42,767△116,563△17,739,649

その他 0 200,000500,000 0 0 137,500 0 837,500

資金収入合計 4,107,5807,266,7673,944,70016,867,0793,721,6622,029,2352,084,61140,021,634

事業費 3,309,5866,157,0502,203,67423,254,9633,670,7151,915,7861,764,63642,276,410

一般管理費 307,274122,999 70,457 98,136 43,155 51,250 0 693,271

固定資産取得費 1,200 126,696 1,000 463,500 1,080 0 1,682 595,158

保証金支出 340 500 0 0 0 300 0 1,140

リース債務返済支出 136,550604,768767,848427,290 299 244,998244,1832,425,936

前期末未払金 1,301,0783,820,8271,040,71529,889,4333,669,574718,811262,96440,703,402

当期末未払金 △1,860,421△3,453,060△1,100,412△20,208,970△3,384,582△1,035,550△398,615△31,441,610

資金支出合計 3,195,6077,379,7802,983,28233,924,3524,000,2411,895,5951,874,85055,253,707

資金収支差額 911,973△113,013961,418△17,057,273△278,579133,640209,761△15,232,073

前期末現金及び預金 3,273,2552,686,9291,295,21024,119,5913,677,4751,629,071167,50336,849,034

当期末現金及び預金 4,185,2282,573,9162,256,6287,062,3183,398,8961,762,711377,26421,616,961

区分

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
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様式第7号

（予定貸借対照表関係）

予定前受金及び累積前受金の内容及び金額

（単位：千円）

内　容 予定前受金 累積前受金

住基ネットシステムの機器更改 200,000 862,000

次期ＬＧＷＡＮシステムの更改 137,500 248,140

次期ＪＰＫＩシステムの更改 500,000 500,000

合　計 837,500 1,610,140

（債務負担行為関係）

債務負担行為の事項、限度額、行為年度及び機構の負担となる年度

（単位：千円）

事　　　　項 限度額 行為年度
機構の負担
となる年度

「地方自治情報化推進フェア2018」に係る企画・設営・運
営業務委託

77,928平成29年度 平成30年度

構内電話交換機のリース 10,889平成29年度
平成29年度から
平成35年度

事務機器等リース 2,110平成29年度
平成29年度から
平成34年度

コンビニ交付の基盤活用及び運用改善新システムにおける
証明書交付センター用機器等のリース

11,728平成29年度
平成29年度から
平成32年度

Web受講申込システム運用委託 2,430平成29年度
平成29年度から
平成34年度

プロジェクター及びパソコンリース 528平成29年度
平成29年度から
平成32年度

ファイルサーバー増設ディスクに係る機器リース 2,400平成29年度
平成29年度から
平成30年度

地方税・地方交付税等の情報処理システムの機器及びソフ
トウェアのリース

1,350平成29年度
平成29年度から
平成34年度

FW/IPS管理装置のリース 2,405平成29年度
平成29年度から
平成33年度

ユーザーID一元管理・サ－バ操作記録管理システム機器
リース

90,649平成29年度
平成29年度から
平成34年度

ＤＣ内作業用ＰＣ等リース 1,827平成29年度
平成29年度から
平成33年度

ＤＣラック使用料(機器更改） 70,770平成29年度
平成29年度から
平成34年度

地方税・地方交付税等の情報処理システムの機器及びソフ
トウェアのリース

996,000平成29年度
平成30年度から
平成35年度

鍵管理システム運用管理業務 9,440平成29年度
平成29年度から
平成34年度

住民基本台帳ネットワークシステムにおける全国サーバ運
用管理及びシステム保守業務

436,743平成29年度
平成29年度から
平成32年度

第三回機器更改用開発関連機器リース 180,580平成29年度
平成29年度から
平成34年度

シュレッダー機器リース 480平成29年度
平成29年度から
平成33年度

複合機リース（オペ室） 576平成29年度
平成29年度から
平成33年度

複合機リース（事務室） 1,140平成29年度
平成30年度から
平成34年度

市町村ヘルプデスク運用業務 440,640平成29年度
平成29年度から
平成32年度

利用者ヘルプデスク運用業務 277,440平成29年度
平成29年度から
平成32年度

通知カード及び個人番号カードに係るコールセンター業務 3,033,225平成29年度
平成29年度から
平成32年度

- 7 -



（単位：千円）

事　　　　項 限度額 行為年度
機構の負担
となる年度

個人番号カード管理システムの機器等増設分賃貸借・保守 12,210,900平成29年度
平成29年度から
平成32年度

LGWAN運営における第三次LGWANネットワーク基盤サービス
業務

459,201平成29年度
平成29年度から
平成30年度

LGWAN運営における暗号アルゴリズム対応機器リース及び保
守

34,928平成29年度
平成29年度から
平成31年度

LGWAN運営におけるセキュリティ監視強化業務 35,900平成29年度
平成29年度から
平成30年度

LGWAN運営におけるWebTrust検証定期監査及び準拠性システ
ム監査

27,000平成29年度
平成29年度から
平成30年度

LGWAN運営における第四次LGWAN整備計画実施管理業務 12,235平成29年度
平成29年度から
平成30年度

LGWAN運営における政府共通ＮＷ間回線増速ルータ機器リー
ス及び保守

5,521平成29年度
平成29年度から
平成30年度

LGWAN運営におけるネットワーク基盤サービス増強業務 16,800平成29年度
平成29年度から
平成30年度

LGWAN運営における第四次LGWAN構築及び運用業務 6,893,180平成29年度
平成29年度から
平成35年度

第三次LGWAN運営における認証基盤新規機器リース 48,680平成29年度
平成29年度から
平成30年度

- 8 -



 1 / 2 
 

平成２９年度予算（案）の概要 

 

１ 予定損益計算書  
 〔平成２９年度における機構の事業実施に係る収入と経費の予定を示すもの〕 

(単位：百万円) 

科 目 29 年度 28 年度 
12 月補正後 

増減 

営業収益  46,009 57,412 △11,403
営業外収益  2 4 △2

収益計 46,011 57,416 △11,405

営業費用    45,514 55,373 △9,859
営業外費用  64 70 △6

費用計 45,578 55,443 △9,865

特別損失 0 1,170 △1,170

当期純利益 432 803 △370

（注）金額は、科目ごとに 10 万円単位を四捨五入しているので、合計額等が

一致しない場合がある。（以下同じ） 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

  

・営業収益：個人番号カード発行委任等業務に係る個人番号カード等関連交付

金収入、本人確認情報処理事務・公的個人認証サービス・総合行

政ネットワーク運営に係る地方公共団体負担金収入、中間サーバ

ー・プラットフォームの運営等業務に係る地方公共団体負担金収

入、国の行政機関等に対する本人確認情報の提供に係る情報提供

手数料収入、機構の各事業実施に必要な事業収入など 

・営業外収益：利息等の収入 

・営業費用：機構の各業務の実施に必要な委託費、保守料等の経費 

・営業外費用：リース機器に係る利息の経費 

参考資料２ 
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２ 予定貸借対照表 

〔平成２９年度末における機構の資産や負債等の財務状況を示すもの〕 

(単位：百万円) 

 29 年度 28 年度 
12 月補正後 

増減 

資産 45,081 55,036 △9,955

負債 39,930 51,088 △11,158
純資産 5,151 3,948 1,203

 
 
 
 
 

 

３ 資金計画 

〔平成２９年度における機構の資金繰りの状況を示すもの〕 

(単位：百万円) 

 29 年度 28 年度 
12 月補正後

増減 

資金収入合計 40,022 89,866 △49,844
資金支出合計 55,254 76,237 △20,983
資金収支差額 △15,232 13,629 △28,861

（前期末現金及び預金） 36,849 21,984 14,866
（当期末現金及び預金） 21,617 35,613 △13,996

 

 

 

 

 

 

・資産：現金及び預金、未収金等 

・負債：未払金、リース債務等 

・純資産：地方公共団体出資金、積立金等 

・資金収入：個人番号カード等関連交付金収入、地方公共団体負担金収入、

事業収入等の収入のうち、平成 29 年度中に実際に収入される

もの 

・資金支出：委託費、保守料等の経費のうち、平成 29 年度中に実際に支出

されるもの 
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ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
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成
２
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年
１
２
月
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イ
ナ
ち
ゃ
ん

 
マ
イ
キ
ー
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概
 
要
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ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
カ
ー
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
（
趣
旨

・開
催
実
績
等
）
 

  
 
多
く
の

国
民
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
便
性
を
実
感
い
た
だ
く
た
め
、

 ①
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
お
け
る

子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
②
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
③
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
関
し
、
全
国

の
市
区
町
村
に
参

加
を
促
す
た
め
の
推
進
方
策
等
に
つ
い
て
、
関
係
課
室
長

等
で
構
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
で
検
討

を
行
い
、
本
年

12
月
を
目
途
に
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
取
り
ま
と
め
る
。

 

【
検
討
体
制
】

 
 

 
 

 
 
太
田
大
臣
補
佐
官
統
括
の
も
と
、
内
閣
官
房
・
内
閣
府
・
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
文
部
科
学
省
・
経
済
産

業
省
な
ど
の
関
係

府
省
に
お
け
る
関
係
課
室
長
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と
し
、

 
 

 
外
部
と
の
連
携
が
不
可
欠
な
部
分

に
つ
い
て
は
、
先
進
自
治
体
、
関
係
企

業
（
日
本
郵
便
、
関
連
ベ
ン

ダ
ー
、
カ
ー
ド
会
社

、
航
空
会
社
等
）
商

店
街
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
J
-
L
IS

)、
全
国
市
長

会
、
全

国
町
村
会
な
ど
の
関
係
者
や

有
識
者
も
参
加
し
議
論
。

 
 【
会
議
開
催
実
績
】
 

  
 
第
１
回

 
 
平
成

2
8
年

1
0
月
３
日

 （
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
関
係
）
 

 
 
第
２
回

 
 
平
成

2
8
年

1
0
月
６
日

 （
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
関
係
）
 

 
 
第
３
回

 
 

 
 

 
 

 
〃

 
 

 
 

 
 （
コ
ン
ビ
ニ
交
付
関
係
）
 

 
 
第
４
回

 
 
平
成

2
8
年

1
0
月

2
0
日
（
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
関
係
）
 

 
 
第
５
回

 
 
平
成

2
8
年

1
0
月

3
1
日
（
コ
ン
ビ
ニ
交
付
関
係
）
 

 
 
第
６
回

 
 
平
成

2
8
年

1
1
月

1
7
日
（
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
関
係
）
 

 
 
第
７
回

 
 
平
成

2
8
年

1
2
月
２
日

 （
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
関
係
）
 

 
 
第
８
回

 
 
平
成

2
8
年

1
2
月
８
日

 （
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
関
係
）
 

 
 
第
９
回

 
 
平
成

2
8
年

1
2
月

1
3
日
（
コ
ン
ビ
ニ
交
付
関
係
）
 

（
※

）
 
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

を
活

用
し
た
子

育
て
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ

ー
ビ
ス
」
に
つ
い
て
は

内
閣

官
房

社
会

保
障

改
革

担
当

室
、
「
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ

ー
ビ
ス
」
に
つ

い
て
は

総
務

省
自

治
行

政
局

住
民

制
度

課
、
「
マ
イ

キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
つ
い
て
は
総

務
省
地

域
力

創
造

グ
ル

ー
プ
地

域
情

報
政

策
室

が
と
り
ま
と
め
。
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ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
コ
ン
ビ
ニ
交

付
導

入
促
進
）
 

（
基

本
コ
ン
セ
プ
ト
） 

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

全
国
展

開
を
推
進

し
、
国
民

が
「い

つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
な
ん
で
も
」
証
明
書
等
の
交
付

サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
構
築
を
目

指
す
。

 

【
地

方
財
政
措
置
の
拡
充
】

 
・
 
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
導
入
に
か
か
る
地
方
財
政
措
置
の
期
限
を
平
成

31
年
度
ま
で
延
長
。
導
入
後
３
年
間
措
置
を
講
じ
る
。

 
・
 
全

て
の
証
明
書
（
特
に
戸
籍
）
導
入
を
推
進
す
る
た
め
、
特
別
交
付
税
措
置
の
措
置
上
限
額
を

5,
00

0万
円
か
ら

6,
00

0万
円
に
引
き
上
げ
。

 

課
題

 
全

国
展
開
に
向

け
講

じ
る
方

策
（特

に
小

規
模
市

町
村
に
対
す
る
対
応
が
必
要
）

 

費
用

負
担
の
緩
和

 

「
廉
価
版
ク
ラ
ウ
ド
」
の
導
入

 
（
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
削
減
）
 

・
 

J
-
L
IS
の
提
案
を
踏
ま
え
、
民
間
事
業
者

が
「
廉
価
版
ク
ラ
ウ
ド
」
（
住
・
印
対
象
）
を
導

入
を
検
討
（
費
用
は
最
大
５
割
削
減
）
。
平
成

2
9
年
度
サ
ー
ビ
ス
開
始
予
定
。

 

J
-
L
IS
運
営
負
担
金
の
削
減

 
（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
削
減
）
 

・
 
今
後
参
加
団
体
数
が
増
加
す
る
見
込
み
を
踏
ま
え
、
平
成

2
9
年
度
か
ら
負
担
金
総
額

を
1
0
%
削
減
。
負
担
金
の
減
額
幅
は
小
規
模

市
町
村
に
配
慮
。

 
 
（
人
口

1
0
0
万
以
上
：
３
％
～
町
村
：
3
0
％
減
額
）
 

・
 
さ
ら
に
今
後
の
参
加
団
体
数
の
推
移
に
応
じ
、
２
年
ご
と
に
負
担
金
の
見
直
し
を
検
討

 

コ
ン
ビ
ニ
事
業
者
へ
支
払
う
手
数
料
引
下

 
（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
削
減
）
 

・
 
参
加
団
体
数
の
増
加
見
込
等
を
踏
ま
え
、
市
区
町
村
が
コ
ン
ビ
ニ
に
支
払
う
手
数
料

に
つ
い
て
、
平
成

2
9
年
度
よ
り
減
額
す
る
方
向
で
最
終
調
整
を
行
い
、
確
定
次
第
速
や

か
に
公
表
。

 

国
民
の
利
便
性
向
上

 

庁
舎
に
お
け
る
自
動
交
付
機

 
（
キ
オ
ス
ク
端
末
）
の
設
置
促
進

 
・
 
国
民
の
利
便
性
向
上
・
市
区
町
村
の
業
務
効
率
化
に
つ
な
が
る
庁
舎
自
動
交
付
機
設

置
の
検
討
を
要
請

 

郵
便
局
に
お
け
る
自
動
交
付
機

 
（
キ
オ
ス
ク
端
末
）
の
設
置
促
進

 

・
 
日
本
郵
便
の
地
域
貢
献
の
一
環
と
し
て
、
郵
便
局
に
お
け
る
キ
オ
ス
ク
端
末
の
設
置

を
推
進
。
（
市
区
町
村
へ
の
設
置
ス
ペ
ー
ス
等
の
無
償
提
供
、
日
本
郵
便
に
よ
る
試
行

設
置
）
 

交
付
可
能
証
明
書
類
の
統
一

 
（
戸
籍
証
明
書
導
入
の
促
進
）
 

・
 

J
-
L
IS
の
提
案
を
踏
ま
え
、
民
間
事
業
者
が
「
廉
価
版
戸
籍
コ
ン
ビ
ニ
交
付
シ
ス
テ
ム
」

の
導
入
を
検
討
（
費
用
は
最
大
５
割
削
減
）
。
平
成

2
9
年
度
サ
ー
ビ
ス
開
始
予
定
。

 

【
導
入
拡
大
に
向
け
た
新
た
な
目
標
】

 
・
 
国

民
の
利
便
性
向
上
の

た
め
、
最
終
的
に
は
全
市
町
村
が
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
参
加
す
る
よ
う
導
入
を
促
す
。

 
・
 
当

面
の
目
標
と
し
て
は
、
平
成

29
年
度
か
ら
平
成

31
年
度
ま
で
の

3年
間
を
集
中
取
組
期
間
と
し
て
設
定
し
、
本
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
コ
ン
ビ

ニ
交
付
未
参
加
団
体
の
導
入
を
促
進
。
平
成

31
年
度
末

に
お
け
る
実
施
団
体
の
人
口
の
合
計
が
１
億
人
を
超
え
る
こ
と
を
目
指
す
。
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１
 マ
イナ
ポ
ー
タル
に
お
け
る
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス

 【
取
組
】 

〇
 「
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
検
討
タス
クフ
ォー
ス
」で
取
りま
とめ
た
対
象
手
続
に
加
え
、本

チ
ー
ム
で
検
討
した

 
 オ
ンラ
イン
化
に
馴
染
む
手
続
を
加
え
、平

成
29
年
７
月
以
降
実
施
す
る
対
象
手
続
とし
て
整
理
。 

〇
 地

方
公
共
団
体
の
具
体
的
な
検
討
を
推
進
す
る
た
め
、地

方
公
共
団
体
が
平
成

28
年

10
月
上
旬
時
点
で

必
要
な
情
報
等
に
つ
い
て
、ヒ
ア
リン
グ
を
実
施
し、
関
係
府
省
で
の
課
題
整
理
で
活
用
。 

  
（
主
な
ヒア
リン
グ
結
果
）

 
  

 ・
 平
成

29
年
度
予
算
要
求
に
必
要
とな
る
シ
ス
テ
ム
改
修
範
囲
等
の
明
示

 
  

 ・
 電
子
申
請
・お
知
らせ
に
お
け
る
ル
ー
ル
（
オ
ンラ
イン
で
の
署
名
・送
達
・受
理
日
等
）
の
提
示

 
  

 ・
 子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
に
係
る
事
務
処
理
要
領
等
の
提
示

 
〇

 地
方
公
共
団
体
向
け
説
明
会
（

11
月

14
日
、都

道
府
県
・東
京

23
区
・指
定
都
市
担
当
者
向
け
）
及
び

 
 関

係
事
業
者
向
け
説
明
会
（

11
月

2日
・1

4日
）
を
実
施
。 

〇
 地

方
公
共
団
体
職
員
と双

方
向
で
情
報
共
有
す
る
こと
が
可
能
な
機
能
の
サ
ー
ビス
を
開
始
。 

  
 （

地
方
公
共
団
体
の
課
題
・困
りご
とを
把
握
し、
必
要
な
対
応
に
係
る
情
報
提
供
等
を
行
って
い
る
）

 

 平
成

29
年
７
月
か
らの
全
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス
の
導
入
に
向
け
て
、 

本
チ
ー
ム
の
「ア
ク
シ
ョン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」と
して
、以

下
を
取
りま
とめ
る
（
詳
細
は
次
頁
）
。 

 ①
関
係
府
省
の
実
施
事
項

 ②
地
方
公
共
団
体
の
実
施
事
項
・実
施
作
業
へ
の
フォ
ロ
ー
ア
ップ

  

 多
くの
国
民
に
マ
イナ
ンバ
ー
カー
ドの
利
便
性
を
実
感
い
た
だ
くた
め
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
お
け
る
子
育
て
ワ
ン
ス

ト
ップ
サ
ー
ビ
ス
」と
して
「児
童
手
当
」、
「保
育
」、
「母
子
保
健
」、
「ひ
とり
親
支
援
」の
手
続
に
つ
い
て
、 

平
成

29
年
７
月
か
ら全

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス
を
導
入
し、
積
極
的
に
運
用

 
して
い
け
る
よ
う、
必
要
な
環
境
整
備
及
び
一
斉
ス
ター
ト後

の
進
捗
管
理
・サ
ポ
ー
トを
行
う。
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制
度
所
管
府
省

 

主
体

 
タ
ス
ク

 
対
応

 

・
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
実
施
に
よ
る
事
務
処
理
要
領
等

 
 
の
修
正
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
情
報
提
供

 

内
閣
官
房

 
・
地
方
公
共
団
体
の
平
成

29
年
度
予
算
編
成
、
電
子
申

 
 
請
・
お
知
ら
せ
機
能
の
シ
ス
テ
ム
対
応
へ
の
情
報
提
供

 

・
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
に
お
け
る
ル
ー
ル
（
オ
ン
ラ
イ

 
 
ン
で
の
署
名
・
送
達
・
受
理
日
等
）
の
情
報
提
供

 

・
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
に
必
要
な
経
費
に

 
 
対
す
る
地
方
財
政
措
置
（
特
別
交
付
税
措
置
）

 

地
方
公
共
団
体

 

・
シ
ス
テ
ム
改
修
範
囲
の
確
認
・
特
定
個
人
情
報
保
護

 
 
評
価
の
見
直
し
範
囲
の
確
認
、
対
応

 

・
法
令
の
確
認
、
条
例
整
備
・
改
正

 

・
担
当
者
へ
の
教
育

 

オ
ン
ラ
イ
ン
化
法
令
に
基
づ
く
ル
ー
ル
を
整
理
し
、

 
11
月

14
日
地
方
公
共
団
体
向
け
説
明
会
で
提
示
済

 

平
成

29
・

30
年
度
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等

 
に
つ
い
て
、
特
別
交
付
税
措
置
を
行
う

 

シ
ス
テ
ム
対
応
に
係
る
情
報
を

 
11
月

14
日
地
方
公
共
団
体
向
け
説
明
会
で
提
示
済

 

・
事
務
処
理
要
領
等
の
変
更

 

「
地
方
公
共
団
体
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

 
の
策
定
（
年
内
に
提
示
）

 
•

 市
区
町
村
の
担
当
者
が
行
う実

施
作
業
（
シ
ス

テ
ム
改
修
の
範
囲
、関

係
法
令
、職

員
教
育
等
）

及
び
その
ス
ケ
ジ
ュー
ル
に
関
し、
具
体
的
に
記
載
。 

•
 平

成
29
年
７
月
の
一
斉
ス
ター
トに
向
け
て
、全

市
区
町
村
の
作
業
進
捗
状
況
を
確
認
し、
遅
延

団
体
に
対
して
適
切
な
フォ
ロー
ア
ップ
を行

って
い
く。

 
・
電
子
申
請
・
お
知
ら
せ
機
能
及
び

 
 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
に
係
る
広
報

 

２
 マ
イナ
ポ
ー
タル
に
お
け
る
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス

 【
取
りま
とめ
】 

事
務
処
理
要
領
等
の
変
更
（
年
内
に
提
示
）

 

≪
関
係
府
省
及
び
地
方
公
共
団
体
の
主
な
実
施
事
項
≫

 

〇
 平

成
29
年
７
月
か
らの
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス
に
加
え
、順

次
、対

象
分
野
の
拡
大
を
検
討
して
い
く。

 
〇

 よ
り効

率
的
か
つ
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビス
の
実
現
に
向
け
て
、地

方
公
共
団
体
間
で
異
な
る
運
用
・様
式
・シ
ス
テ
ム
の

 
  標

準
化
・共
同
化
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。 

≪
更
な
る
ワ
ン
ス
ト
ップ
サ
ー
ビ
ス
の
検
討
・業
務
改
革
（

BP
R
）
の
推
進
≫
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３
 マ
イナ
ポ
ー
タル
に
お
け
る
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス

 【
地
方
公
共
団
体
向
け
ガ
イド
ライ
ン(
概
要

)】
 

〇
 平

成
29
年
７
月
か
らの
子
育
て
ワ
ンス
トッ
プ
サ
ー
ビス
開
始
とし
て
、全

地
方
公
共
団
体
の
マ
イナ
ポ
ー
タル
に

お
け
る
電
子
申
請
や
お
知
らせ
機
能
を
活
用
した
子
育
て
サ
ー
ビス
の
提
供
を
実
現
可
能
とす
る
よ
う、

 
  地

方
公
共
団
体
に
て
実
施
す
る
作
業
項
目
を
「子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ップ
サ
ー
ビ
ス
実
現
に
向
け
た
地
方
公
共
団
体

向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と
して
提
示
。 

≪
目
的
≫

 

≪
記
載
項
目
≫

 
１
章

 
は
じ
め
に

 
・
目
的

 
・
子
育
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
対
象
手
続

 
・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
及
び
サ
ー
ビ
ス
検
索
・
電
子

 
 
申
請
機
能
の
概
要

 
・

H
29

.7
開
始
に
向
け
た
標
準
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 
・
用
語
定
義

 
・
参
考
資
料
一
覧

 

２
章

 
サ
ー
ビ
ス
検
索
・
電
子
申
請
機
能

 
・
企
画
（
対
象
範
囲
の
確
認
・
事
務
処
理
要
領
等
の
修
正
・
利
用

 
   

 経
路
の
選
定
・
見
積
も
り
・
予
算
要
求
・
調
達
等
）

 
・
シ
ス
テ
ム
対
応
（
改
修
範
囲
の
確
認
・
開
発
・
テ
ス
ト

 
   

 ・
本
番
準
備
等
）

 
・
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
（
影
響
範
囲
の
確
認
・
見
直
し
）

 
・
関
係
法
令
（
オ
ン
ラ
イ
ン
化
法
令
・
条
例
等
の
確
認
・
整
備
等
）

 
・
職
員
教
育
（
事
務
フ
ロ
ー
及
び
シ
ス
テ
ム
対
応
に
係
る
教
育
等
）

 
・
広
報
（
広
報
紙
や
各
事
務
手
続
で
の
案
内
・
周
知
等
）

 

３
章

 
お
知
ら
せ
機
能

 
・
企
画
（
対
象
範
囲
の
確
認
・
事
務
処
理
要
領
等
の
修
正
・
利
用

 
   

 経
路
の
選
定
・
見
積
も
り
・
予
算
要
求
・
調
達
等
）

 
・
シ
ス
テ
ム
対
応
（
改
修
範
囲
の
確
認
・
開
発
・
テ
ス
ト

 
   

 ・
本
番
準
備
等
）

 
・
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
（
影
響
範
囲
の
確
認
・
見
直
し
）

 
・
関
係
法
令
（
オ
ン
ラ
イ
ン
化
法
令
・
条
例
等
の
確
認
・
整
備
等
）

 
・
職
員
教
育
（
事
務
フ
ロ
ー
及
び
シ
ス
テ
ム
対
応
に
係
る
教
育
等
）

 
・
広
報
（
広
報
紙
や
各
事
務
手
続
で
の
案
内
・
周
知
等
）

 

５
章

 
地
方
公
共
団
体
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

 
デ
ジ
タ
ル

PM
O
を
通
じ
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

 
・
概
要
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等

 
・
各
機
関
の
役
割
分
担

 
 
等

 

４
章

 
タ
ス
ク
一
覧

 
利
用
経
路
別
の
作
業
項
目
一
覧

 
・
各
作
業
項
目
別
の
実
施
工
程
等

 
・
参
考
と
な
る
資
料
等
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１
．
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の

活
用

（
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
等

）
 

 マ
イ
キ
ー

ID
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
マ
イ

キ
ー
部

分
の

う
ち
公

的
個

人
認

証
サ

ー
ビ
ス
に
対

応
し
て
利
用

者
が

任
意

に
作

成
す
る

ID
 

 サ
ー
ビ
ス

ID
：
図

書
館

や
商

店
街
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
の

利
用

者
に
付

与
さ

れ
て
い
る
顧

客
ID
と
当

該
サ
ー

ビ
ス
の

事
業

者
ID

 

 自
治

体
の

既
存

ポ
イ
ン
ト
サ

ー
ビ
ス
に
お
け
る

ポ
イ
ン
ト
付

与
機

能
を
支

援
す
る
と
と
も
に
、

 
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等

の
ポ
イ
ン
ト
を
地
域

経
済

応
援

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
自

治
体

ポ
イ
ン
ト
に
合

算
し
、
美

術
館

・
博

物
館

等
の
公

共
施
設

や
商
店

街
等

へ
提

供
す
る
た
め
の

共
通

情
報

基
盤

 
 

○
美
術
館
・
博
物
館
等
の
利
用
料
の
あ
る

公
共
施
設
（
民
営
の
も
の
で
も
可
） 

○
地
域
商
店
街
等
の
商
店
等
（
特
定
の
商

店
街
に
属
す
る
必
要
は
な
く
飲
食
店
等

で
も
可
）

 
○
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関

 
○
観
光
（
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
含
む
。
）

 
○
社
会
貢
献
（
災
害
復
興
支
援
等
）

 
○
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
か
か
る
投
資

資
金

 
○
オ
ン
ラ
イ
ン
で
地
域
の
産
物
購
入

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 

 ○
図
書
館
（
貸
出
カ
ー
ド
） 

○
商
店
街
（
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
） 

○
美
術
館
（
会
員
カ
ー
ド

) 
○
ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
会
員
カ
ー
ド
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 

 ○
自

治
体

ポ
イ
ン
ト
（
い
わ

ゆ
る
行

政
ポ
イ
ン
ト

で
、
各

自
治

体
の

一
般

財
源

に
よ
り
、
各

種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

子
育

て
支

援
等

の
場

合
に
付

与
さ
れ

る
も
の
） 

○
地

域
経

済
応

援
ポ
イ
ン
ト

 
 

 
 
（
現
在

の
協

力
企
業
）

 
 

 
・

 ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社
 

 
 
・

 航
空
会

社
 

 
 
・

 携
帯
電

話
会

社
 

 
 

 
等

 

マ
イ
キ
ー

ID
の
活
用

 

※
い
わ
ゆ
る
行

政
ポ
イ
ン
ト
を
設
定
し
て
い
な
く
て
も
、
地
域
経

済
応

援
ポ
イ
ン
ト
を
自

治
体
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

だ
け
で
も
可

能
。

 

商
店

 
図
書
館

 

マイ
ナ
ンバ
ー
カー
ド 

利
 用

 者
 

マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

 

マ
イ
キ
ー

ID
の
登
録

 

自
治
体
ポ
イ
ン
ト
管
理
ク
ラ
ウ
ド

 
ポ
イ
ン
ト
の
付

与
 

サ
ー
ビ
ス

ID
の
候
補

 

ポ
イ
ン
ト
を
使
う
（
使
途
は
自
治
体
が
定
め
る
）
 

自
治
体
ポ
イ
ン
ト
口
座
（
経
常
的
な
も
の
）

 
特
定
支
援
イ
ベ
ン
ト
口
座
（
臨
時
の
復
興
支
援
イ
ベ
ン
ト
な
ど
）

 

①
 各

種
利
用
者

カ
ー
ド
と
し
て
活
用

 

②
 自

治
体
ポ
イ
ン
ト
利
用
カ
ー
ド
と
し
て
活
用

 

利
用
す
る
様
々
な

サ
ー
ビ
ス

ID
の
登
録
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１．
実

証
事

業
参

加
依
頼
団
体
（
案
）

 


 《
図

書
館

関
係
》

 1
,3

50
 自

治
体
（

47
都

道
府

県
、

13
03

市
区

町
村

） 
77

9大
学

（
86

国
立

大
学
、

86
公
立
大
学
、

60
7私

立
大
学
） 


 《
公

共
施

設
関
係
》

 利
用
料
の
あ
る
公

共
施

設
を
有
す
る
自

治
体

（４
６
９
団

体
） 

 


 《
商

店
街

関
係
》

 ・
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
を
既

に
有

す
る
自

治
体

（４
１
６
団

体
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
・
商
店
街
等
と
連
携
し
て
新
た
に
自

治
体

ポ
イ
ン
ト
を
活

用
す
る
自

治
体

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
・
ポ
イ
ン
ト
会
員
の
確

認
等

を
行
う
商
店

街
 


 地

域
経

済
応
援
ポ
イ
ン
ト
の
移
行
の
確
認
等

を
行

う
協

力
企

業
（ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会

社
、
航
空
会
社
、
携
帯
電
話
会
社
等
）

 
  ２
．

利
用

者
に
対

す
る
実
証
事
業
参
加
広

報
（
案

）
～
各

種
広
報

手
段
・

機
会
の

活
用

～
 


 地

域
経

済
応
援
ポ
イ
ン
ト
協
力
企
業
に
よ
る
広

報
 

 
 

 ・
会

員
へ

の
広
報
（

w
eb

、
メ
ー
ル

 
等

）
、
新

規
会

員
獲

得
広
報

等
と
の

連
携

  
等

 


 図
書

館
等

で
の
利
用
案
内

 
 

 
 ・
公

立
図

書
館
（

47
都
道
府
県
・5

9館
、

1,
30

3市
区

町
村

・
3,

20
8館

、
計

3,
26

7館
）
、
大
学
図
書
館
（
国
立

27
9館

、
公
立

13
0館

、
 

   
   

   
私

立
99

8館
、
計

1,
40

7館
）

 
 

 
 

 
等

 


 利
用

料
の

あ
る
公
共
施
設
等
で
の
利

用
案
内

 
 

 
 ・
美

術
館

・
博
物
館
（4

7都
道
府
県
・1

64
館

、
42

2市
区

町
村

・6
87

館
、
計

85
1館

）
 

等
 


 自

治
体

ポ
イ
ン
ト
と
連
携
し
た
商
店
街
等

で
の

利
用

案
内

 
（

41
6自

治
体

）
 

 
等

 

平
成

28
年
度

 
平
成

29
年
度

 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

1 
2 

3 

全
国
的
な

 
シ
ス
テ
ム

 
テ
ス
ト 

意
見

招
請

 
（

1.
5

ヶ月
）

 
ス ケ ジ ュ ー ル  

全
国
の
自
治
体
、大

学
、商

店
街
な
どへ
の
説
明

 

実
証
事
業
の

 
環
境
設
定

 
（
４
ヶ月

）
 

仕
様
書

案
作
成

 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

1 
2 

3 

全
国
各
地
の
自
治
体
で

 
実
情
に
応
じた

 
実
証
事
業
を
展
開

 
      

２
．
地
域
経
済
応
援
ポ
イ
ン
ト
導
入
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュー
ル
（
案
）

 
マ
イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

 
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
管
理
ク
ラ
ウ
ド

 

自
治
体
等
で
の
事
業
の
準
備

 

ク
ラ
ウ
ド
技

術
を
活
用
し
て
自
治
体
等

の
シ
ス
テ
ム
改
修
の
負
担
が
か
か
ら

な
い
よ
う
に
準
備
中

 

入
札
公
告
手
続

 
（

3ヶ
月
）
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 【
マ

イ
キ

ー
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
を

活
用

】
 

 
➢
図
書

館
で
の
利

用
者

登
録

の
確

認
 

 
 

・
公

立
図
書
館

1
,3
5
0自

治
体

（
4
7
都
道
府

県
、

1,
30

3
市
区
町

村
）
 

 
 

・
大

学
図
書
館

7
79

大
学

（
8
6国

立
大
学
、

8
6公

立
大

学
、

60
7私

立
大
学

）
 

 
➢
商
店

街
の
ポ
イ

ン
ト

会
員

の
確

認
等

 
 

➢
地
域

経
済
応
援

ポ
イ

ン
ト

の
移

行
の

確
認

等
 

 
 
・
ク

レ
ジ
ッ
ト

カ
ー

ド
の

ポ
イ

ン
ト

等
を

地
域
経
済

応
援
ポ

イ
ン
ト
と

し
て
自

治
体

ポ
イ

ン
ト

に
合

算
す

る
際

等
の

 
 

 
 
本

人
確
認
に

活
用

 
 

 
 

（
応
援
ポ
イ
ン
ト
協
力
企
業
：
三
菱
U
F
J
ニ

コ
ス
、
三
井
住
友
カ
ー
ド
、
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー
カ
ー
ド
、
ク
レ
デ
ィ
セ
ゾ
ン
、
ユ
ー
シ
ー
カ
ー
ド
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
本
航
空
、
全
日
本
空
輸
、
N
T
T
ド
コ
モ
 
等
)
 

 【
自

治
体

ポ
イ

ン
ト

管
理

ク
ラ

ウ
ド

を
活

用
】

 

 
 
➢
自
治

体
ポ
イ
ン

ト
の

発
行

管
理

業
務

支
援

シ
ス
テ
ム

と
し
て

活
用
 

 
 
 ・

既
に
自
治
体

ポ
イ

ン
ト

を
導

入
済

み
の

自
治
体
等
 

 
 
➢
自
治

体
ポ
イ
ン

ト
を

商
品

等
の

購
入

代
金

や
利
用
料

に
活
用
 

 
 
 ・

利
用

料
の
あ

る
公

共
施

設
を

有
す
る
自

治
体
（

46
9
団
体
）
 

 
 
 ・

商
店
街
等
と

連
携

し
て

新
た

に
自

治
体

ポ
イ
ン
ト

を
活
用

す
る
自
治

体
 

 
 
 
  
 ・

既
に
自
治

体
ポ

イ
ン

ト
を

導
入

済
み

の
自
治
体

（
4
1
6団

体
）
 

 
 
 
  
 ・

新
た
に
地

域
振

興
等

と
し

て
自

治
体

ポ
イ
ン
ト

を
導
入

す
る
自
治

体
 

  
 

 

 
 
※

「
マ
イ
キ

ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
係
る
実

証
事

業
運
営
協

議
会

（
仮

称
）
」
の

設
立
 

 
   

  ①
 マ

イ
キ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
自
治
体

ポ
イ
ン
ト
管

理
ク
ラ
ウ
ド
の
運

用
ル
ー
ル

 
 

   
  ②

 地
域

経
済

応
援
ポ
イ
ン
ト
か
ら
の
交
換

に
よ
る
自

治
体
ポ
イ
ン
ト
の
活

用
ル
ー
ル

や
応

援
ポ
イ
ン
ト
協
力
企
業
の
拡
充
に
向
け
た
方
針

 
 

   
  ③

地
域

経
済

好
循
環
に
繋
が
る
先
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

ノ
ウ
ハ
ウ
の
共

有
 

 
 

 
  

 
 等

 

３
．
実
証
事
業
の
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

 

 
  地

域
の
実
情
に
応
じ
て
様
々
な
パ
タ
ー
ン
で
商
店
街

の
買
い
物
等
に
活
用

 
 ①
先
進
的
商
店
街
で
の
ポ
イ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
の

連
携

 
②
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
、
地
域
カ
ー
ド
と
の
連
携

 
③
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
（
行
政
ポ
イ
ン
ト
）
と
の
連
携
に
よ
る

 
 

 
地
域
活
性
化
と
商
店
街
振
興
対
策
の
両
立

 
④
交
通
系
カ
ー
ド
な
ど
、
多
様
な
カ
ー
ド
事
業
と
の
連

携
 

 
⑤
観
光
と
連
携
し
た
広
域
的
な
地
域
需
要
喚
起
策

 
 

⑥
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
の
資
金
調
達
手
段
の
ひ
と
つ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
等

 
 

 8



１
．
地

域
商

店
街

等
で
の

 
好

循
環

の
強

化
 

２
．
地

方
へ

の
新

た
な

 
民

間
資

金
の

導
入

 
地

域
経

済
応
援
ポ
イ
ン
ト
を
自
治
体
ポ
イ
ン
ト

に
転

換
す
る
こ
と
に
よ
り
大
都
市
の
豊
富
な

民
間

資
金
を
地
域
へ
導
入

 

３
．
公

共
施

設
等

の
活

性
化

 

図
書
館
等

 
(ID

カ
ー
ド
の
あ
る
施
設
等

) 
美
術
・
博
物
館
等

 
(利

用
料
の
あ
る
施
設
等

) 

   ・
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
の
住
民
還
元
率
の
向
上
と

地
域
経
済
応
援
ポ
イ
ン
ト
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

会
社
等
）
の
導
入
に
よ
る
購
買
力
増

 
 ○

商
店
街
の

カ
ー
ド
発
行
コ
ス
ト
が

不
要
に

 
・
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
活
用
等
に
よ
る
地
域

商
店
街
の
経
費
の
低
減

 
 ○

地
方
の

ポ
イ
ン
ト
も
東

京
で
使
え
る

 
・
地
方
の
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
の
大
都
市
で
の
活

用
等
に
よ
る
地
方
の
物
産
の
販
売
力
の
強
化

（
共
存
共
栄
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

 
  ・
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
観
光
客
等
当

該
地
域
の
住
民
以
外
の
方

々
で
も
地
域
商
店

街
等
で
簡
便
に
購
買
が
可
能

 

  ・
地
方
の
廃
校
等
を
交
流
施
設
と
し
て
改
修

す
る
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
、
所
在
自

治
体
ポ
イ
ン
ト
を
活
用
。

 
 ○
地
方
の

祭
り
で
も
ポ

イ
ン
ト
で
魅
力
向
上

 
・
地
方
の
祭
り
な
ど
を
契
機
に
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ

イ
ン
ト
等
を
活
用
し
て
訪
問
者
増
を
図
る
取

組
 

 ○
ふ

る
さ
と
に
ポ

イ
ン
ト
で
貢
献

 
・
地
方
に
所
在
す
る
大
学
等
の
同
窓
に
よ
る

母
校

支
援
の
た
め
、
所
在
自
治
体
ポ
イ
ン
ト

に
。

 
  
※
全
国
移
住
ナ
ビ
等
と
の
連
携
等
に
よ
り

 
 

 
 積

極
的
な
情
報
発
信

 

○
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
に
よ
る

ワ
ン
カ
ー
ド
化
で
薄
い
財
布
で
も

O
K

 
      ・
公
立
病
院
の
診
察
券
等
に
つ
い

て
も
対
応
可
能

 
  

○
ポ

イ
ン
ト
で
地
域
の

文
化
を
満

喫
 

 ・
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
利
用
に
よ
る
利

用
回
数
の
増
加

(企
画
展
の
開

催
等
）

 
 ・
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
と
連
携
し
た
全

国
美
術
館
紹
介
ナ
ビ
な
ど
を
活

用
し
て
広
く
利
用
者
に
周
知

 

公
共
交
通
機
関
の
カ
ー
ド
に
対

す
る
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
の
活
用
に

よ
る
利
用
者
増
の
取
組

 

４
．
地
域
経
済
応

援
ポ

イ
ン
ト
導
入

に
よ
る
好

循
環
拡

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

効
果
例
（
想
定
）

 

○
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
等
の

ポ
イ
ン
ト
が

地
域
商
店
街
で
使
え
る

 

○
東
京
の

人
も
地
方
で
使
え
る

 

○
ポ

イ
ン
ト
で
社
会
貢
献

 

○
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド

1
枚

で
全
国
の

図
書
館
の

貸
出

カ
ー
ド
の

機
能
を
持
て
る
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５
．
（
参
考
）
地
域
経
済
応
援
ポ
イ
ン
ト
を
巡
る
政
策
の
方
向
とポ
イ
ン
ト
の
今
後
の
見
通
し

 

①
 ポ

イ
ン
ト
発
行

額
の

現
状

と
今

後
の

推
移

（
野

村
総
研

推
計
）

 
・
平
成
２
６
年
度

の
ポ
イ
ン
ト
と
マ
イ
レ
ー
ジ
の

年
間

最
少
発

行
額
：

8,
59

6億
円
以
上

 
・
平
成
３
２
年
度

に
は
年
間

最
少
発

行
額

１
兆
円

以
上
に
な
る
と
予

測
 

 ②
 ク

レ
ジ

ッ
ト
カ
ー

ド
等

に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の

現
状
と
今

後
の

ポ
イ
ン
ト
の

方
向

 
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
は

、
決

済
額

及
び
民

間
最

終
消

費
支
出

に
占

め
る
比

率
と
も
に
増
加
中
（
平
成
２
０
年
：

12
％

 
→

 
平
成
２
７
年
：

19
％

）
で
あ
る
が

、
海
外

諸
国
と
比
較

す
る
と
、
ま
だ
極
め
て
低

い
状
況
（
平
成
２
７
年
：
日
本

19
%
、
韓
国

54
％
、
中
国

55
％

、
米

国
41

％
）

 
・
「
日
本
再
興
戦
略
」
を
は

じ
め
、
様
々
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推

進
の

方
針

 

・
諸
外

国
並
み
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
水
準

に
向

け
た
諸
取

組
の
中

で
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
額
（
平
成
２
７
年
度
約
５
０
兆
円
）
も

増
加
し
て
お
り
、
こ
れ

に
伴
い
、
一
定

の
ポ
イ
ン
ト
付

与
率

の
下
で
、
ポ
イ
ン
ト
も
増

加
中

 
  ③

 地
域
経
済
応
援

ポ
イ
ン
ト
導
入

等
に
よ
る
消

費
拡
大

方
策
検

討
会
の

開
催

 
➢
構
成
員

 
・
総
務

省
大
臣

補
佐

官
（
座
長
）
、
有

識
者
、
総
務

省
（
地
域

情
報
化

推
進
担

当
審
議
官
）、

経
済
産
業
省
（
商
務
流
通
保

安
審
議
官

 
等

 
➢
主
な
検
討
内

容
 

・
地
域

経
済
応
援

ポ
イ
ン
ト
等
を
介
し
た
、
各

地
域

の
経
済

振
興
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
界
・
航
空
業
界
等
の
振
興
等
の

相
乗
効
果
の
あ
り
方

 

・
各
地

域
に
お
い
て
、
自

治
体

と
商
店
街

等
が
連

携
し
た
経

済
好
循

環
拡
大

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
具
体
的
な
あ
り
方

 
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1
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（白紙） 



住
基

ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
の

総
点

検
（
課

題
抽

出
）
等

に
つ
い
て

１
総
点

検
（
内
部
点
検
）
の
実
施
結
果
（
５
/１

２
～
８
/３

１
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
シ
ス
テ
ム
の
総
点
検
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
(以

下
「
住

基
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
の

総
点

検
（
課

題
抽

出
）
の

結
果

等
の

概
要

は
下

記
の

と
お
り
。

○
「
①

シ
ス
テ
ム
全

体
で
の

イ
ン
シ
デ
ン
ト
発

生
状

況
」
、
「
②
住
基
ネ
ッ
ト
の
構
成
要
素
毎
の
故
障
等
の
状
況
」
、
「
③
性

能
情
報
」
、
「
④
機
能
面
か
ら
の
検
討
」
の
４
つ
の
観
点
か
ら
、
総
点
検
を
実
施
し
た
。

○
過
去
に
発
生
し
た
イ
ン
シ
デ
ン
ト
や
故
障
等
、
並
び
に
カ
ー
ド
関
連
業
務
と
の
競
合
等
に
つ
い
て
は
、
対
応
策
を
講
じ
、

市
町
村
へ
の
周
知
等
を
実
施
し
て
お
り
、
特
段
の
問
題
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

○
「
③
性
能
情
報
」
の
観
点
に
お
い
て
、
カ
ー
ド
交
付
業
務
等
の
開
始
後
に
回
線
の
利
用
率
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。

⇒
カ
ー
ド
関
連
業
務
の
拡
大
に
安
定
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
回
線
増
強
を
検
討
中
。

情
報
連
携
に
お
け
る
初
期
符
号
生
成
関
連
業
務
で
は
、
一
時
的
に
回
線
利
用
率
が
上
昇
す
る
た
め
、
カ
ー
ド
交
付
を

実
施
し
て
い
な
い
夜
間
帯
に
業
務
時
間
を
調
整
し
カ
ー
ド
交
付
業
務
へ
の
影
響
を
回
避
。

２
シ
ス
テ
ム
統
括
室
に
よ
る
第
三
者
評
価
（
９
/１

～
１
０
/３

１
）

○
住
基
ネ
ッ
ト
は
約
１
４
年
の
運
用
実
績
が
あ
り
、
近
年
の
状
況
を
見
て
も
安
定
的
に
シ
ス
テ
ム
が
稼
動
し
て
お
り
、
障
害

等
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
都
度
対
処
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
Ｃ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
側
の
設
定
や
作
業
ミ
ス
に
起
因
す
る
各
種
不
具
合
に
関
し
て
設
定
方
法
等
の
周
知
を
事

務
連
絡
等
で
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
そ
の
回
避
に
向
け
て
、
現
行
シ
ス
テ
ム
及
び
次
期
機
器
更
改
に
お
い
て
設
定

や
作
業
ミ
ス
に
起
因
す
る
不
具
合
を
起
こ
し
に
く
い
仕
様
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
改
修
や
不
具
合
の
原
因
究
明
で
使
用
す
る
住
基
ネ
ッ
ト
の
事
前
検
証
環
境
は
、
他
シ
ス
テ
ム

（
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
、
J
P
K
I等

）
と
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
や
バ
ー
ジ
ョ
ン
変
更

作
業

な
ど
の

準
備

作
業

の
負

荷
が

大
き

い
た
め
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

資
料

３
－
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（白紙） 



総点検結果を踏まえた今後の対応について 

 

平 成 29 年 1 月 

地方公共団体情報システム機構 

 

 地方公共団体情報システム機構は、「住基ネットシステムの総点検（内部点検）の

実施結果」及び「住民基本台帳ネットワークシステムの第三者評価報告」を踏まえ、

以下の対応を行う。 

 

 

１ 平成 28 年度補正予算による回線増速 

（総務省との委託契約締結後～平成 29 年度内） 
 

・個人番号カード交付安定化に関し、住民基本台帳ネットワークシステム回線の

増速を行う。 

※増速にあたっては回線速度の人口区分を見直し、現在 64kbps や 128kbps の団体

のうち一定以上の人口の団体については、128kbps や 1Mbps へ変更する。 

 

２ 第三者評価を踏まえた取組 

（平成 28 年 11 月～） 

 

・次期機器更改（平成 31 年度予定）に向けて、設定や作業ミスに起因する不具合

を起こしにくい仕様を検討する。 

 

・個人番号カード部、公的個人認証部と住基全国センターとの連絡会等により住基

ネット事前検証環境の利用スケジュールの調整を行う。また、次期機器更改に向

けて、今後の利用や調整の状況を踏まえた環境の整備を検討する。 

資料３－２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白紙） 



Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
総
点
検
（
課
題
抽
出
）
等
に
つ
い
て

１
総
点

検
（
内
部
点
検
）
の
実
施
結
果
（
６
/１

～
９
/３

０
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
シ
ス
テ
ム
の
総
点
検
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
(以

下
「
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
。
）
の

総
点

検
（
課

題
抽

出
）
の

結
果

等
の

概
要

は
下

記
の

と
お
り
。

○
「
①
現
行
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
運
用
状
況
に
お
け
る
課
題
の
確
認
」
、
「
②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
通
信
状
況
に
お
け
る
課
題
の
確

認
」
、
「
③
サ
ー
ビ
ス
稼
働
状
況
及
び
障
害
発
生
状
況
に
お
け
る
課
題
の
確
認
」
、
「
④
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
等
へ
の
問
い
合

わ
せ
内
容
の
点
検
」
、
「
⑤
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
基
盤
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
通
信
性
能
の
確
認
」
の
５
つ
の
観
点
か
ら
、
総
点

検
を
実
施
し
た
。

○
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
上
の
影
響
が
小
さ
い
こ
と
、
回
線
使
用
率
に
余
裕
が
あ

る
こ
と
等
、
現
状
に
お
い
て
問
題
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
次
期
（
第
四
次
）
の
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
整
備
に
お
い
て

対
応
す
べ
き
事
項
、
情
報
連
携
や
自
治
体
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
靭
化
対
策
の
実
施
等
に
伴
う
通
信
量
増
加
に
つ
い
て
は
、

今
後
評
価
・
対
応
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

２
シ
ス
テ
ム
統
括
室
に
よ
る
第
三
者
評
価
（
１
０
/３

～
１
１
/３

０
）

○
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
は
長
年
の
運
用
実
績
が
あ
り
、
近
年
の
状
況
を
見
て
も
安
定
的
に
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
て
お
り
、
障
害
等

の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
都
度
対
処
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
総
点
検
に
お
い
て
、
情
報
連
携
等
に
よ
る
通
信
量
増
加
を
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
対
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
対

策
の
方
向
性
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
施
策
（
情
報
連
携
に
お
け
る
副
本
登
録
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

強
靭
化
対
策
に
係
る
W
in
do

w
s・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
等
）
に
よ
り
通
信
量
が
大
き
く
増
加
す
る
と
想
定
さ
れ
る

こ
と
、
ま
た
、
第
四
次
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
整
備
計
画
に
関
す
る
課
題
も
施
策
開
始
時
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
意
識
し
た
課
題
の
進
捗
管
理
が
必
要
で
あ
る
。

資
料

３
－

３



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白紙） 



総点検結果を踏まえた今後の対応について 

 

平 成 29 年 1 月 

地方公共団体情報システム機構 

 

 地方公共団体情報システム機構は、「総合行政ネットワーク（以下「LGWAN」という。）

の総点検結果」及び「LGWAN の第三者評価報告について」を踏まえ、情報連携及びセ

キュリティ強靭化に伴う通信量の増加を注視しつつ、スケジュールを意識して以下の

対応を行う。 

 

 

１ 総点検（内部点検）を踏まえた取組 

（平成 29 年 1 月～） 

 

・情報連携の開始等により今後増加が見込まれる通信量に対応した回線増速等

（LGWAN と政府共通 NW や都道府県ノードの接続箇所のボトルネックの解消等）

に対応する。 

 

・第四次 LGWAN 整備において対応すべき事項の評価・検討を行う。 

 

 

２ 第三者評価を踏まえた取組 

（平成 29 年 1 月～） 
 

・回線使用率が比較的高い箇所を中心に通信量の監視強化を行うとともに、回線

負荷を低減するための運用の見直し（通信量の多い LGWAN-ASP サービス提供者

の接続先の変更）を行う。 

 

・情報連携において発生する通信量の見通し等について国に情報提供を求める。 

 

・副本登録、Windows・セキュリティアップデート及び第四次 LGWAN 整備計画の策

定に関する課題解決に向けて、それぞれのスケジュールを意識した進捗管理を

実施する。 

 

資料３－４ 
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